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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 

 

第２条 

９  この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。 

四  自己の供給する商品を購入する相手方に、正当な理由がないのに、次のいずれかに掲げ

る拘束の条件を付けて、当該商品を供給すること。 

イ 相手方に対しその販売する当該商品の販売価格を定めてこれを維持させることその他

相手方の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束すること。 

 

 

第２３条 

この法律の規定は、公正取引委員会の指定する商品であつて、その品質が一様であることを容

易に識別することができるものを生産し、又は販売する事業者が、当該商品の販売の相手方たる

事業者とその商品の再販売価格（その相手方たる事業者又はその相手方たる事業者の販売する当

該商品を買い受けて販売する事業者がその商品を販売する価格をいう。以下同じ。）を決定し、こ

れを維持するためにする正当な行為については、これを適用しない。ただし、当該行為が一般消

費者の利益を不当に害することとなる場合及びその商品を販売する事業者がする行為にあつては

その商品を生産する事業者の意に反してする場合は、この限りでない。 

・・・・・・ 

４  著作物を発行する事業者又はその発行する物を販売する事業者が、その物の販売の相手方た

る事業者とその物の再販売価格を決定し、これを維持するためにする正当な行為についても、

第一項と同様とする。 

 

不公正な取引方法（昭和五十七年六月十八日公正取引委員会告示第十五号） 

（取引条件等の差別取扱い） 

４ 不当に、ある事業者に対し取引の条件又は実施について有利な又は不利な取扱いをすること。
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消費者契約法 

（事業者の損害賠償の責任を免除する条項の無効）  

第８条  次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。  

一  事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項 

二  事業者の債務不履行（当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失

によるものに限る。）により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項  

三  消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費

者に生じた損害を賠償する民法 の規定による責任の全部を免除する条項  

四  消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為（当該事業

者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。）により消費者

に生じた損害を賠償する民法 の規定による責任の一部を免除する条項  

五  消費者契約が有償契約である場合において、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵がある

とき（当該消費者契約が請負契約である場合には、当該消費者契約の仕事の目的物に瑕疵があ

るとき。次項において同じ。）に、当該瑕疵により消費者に生じた損害を賠償する事業者の責

任の全部を免除する条項  

２  前項第五号に掲げる条項については、次に掲げる場合に該当するときは、同項の規定は、適

用しない。  

一  当該消費者契約において、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるときに、当該事業

者が瑕疵のない物をもってこれに代える責任又は当該瑕疵を修補する責任を負うこととされ

ている場合  

二  当該消費者と当該事業者の委託を受けた他の事業者との間の契約又は当該事業者と他の事

業者との間の当該消費者のためにする契約で、当該消費者契約の締結に先立って又はこれと同

時に締結されたものにおいて、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるときに、当該他の

事業者が、当該瑕疵により当該消費者に生じた損害を賠償する責任の全部若しくは一部を負い、

瑕疵のない物をもってこれに代える責任を負い、又は当該瑕疵を修補する責任を負うこととさ

れている場合  

 

（消費者の利益を一方的に害する条項の無効）  

第１０条  民法 、商法 （明治三十二年法律第四十八号）その他の法律の公の秩序に関しない規

定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の

条項であって、民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害する

ものは、無効とする。  
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仲裁法附則 

（消費者と事業者との間に成立した仲裁合意に関する特例） 

第３条  消費者（消費者契約法（平成十二年法律第六十一号）第二条第一項に規定する消費者を

いう。以下この条において同じ。）と事業者（同条第二項に規定する事 業者をいう。以下この条

において同じ。）の間の将来において生ずる民事上の紛争を対象とする仲裁合意（次条に規定す

る仲裁合意を除く。以下この条において 「消費者仲裁合意」という。）であって、この法律の施

行後に締結されたものに関しては、当分の間、次項から第七項までに定めるところによる。  

２  消費者は、消費者仲裁合意を解除することができる。ただし、消費者が当該消費者仲裁合意

に基づく仲裁手続の仲裁申立人となった場合は、この限りでない。  

３  事業者が消費者仲裁合意に基づく仲裁手続の仲裁申立人となる場合においては、当該事業者

は、仲裁廷が構成された後遅滞なく、第三十二条第一項の規定による口頭審理の実施の申立てを

しなければならない。この場合において、仲裁廷は、口頭審理を実施する旨を決定し、当事者双

方にその日時及び場所を通知しなければならない。  

４  仲裁廷は、当該仲裁手続における他のすべての審理に先立って、前項の口頭審理を実施しな

ければならない。  

５  消費者である当事者に対する第三項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面を

送付する方法によってしなければならない。この場合において、仲裁廷は、第二号から第五号ま

でに掲げる事項については、できる限り平易な表現を用いるように努めなければならない。  

一  口頭審理の日時及び場所  

二  仲裁合意がある場合には、その対象となる民事上の紛争についての仲裁判断には、確定判

決と同一の効力があるものであること。  

三  仲裁合意がある場合には、仲裁判断の前後を問わず、その対象となる民事上の紛争につい

て提起した訴えは、却下されるものであること。  

四  消費者は、消費者仲裁合意を解除することができること。  

五  消費者である当事者が第一号の口頭審理の期日に出頭しないときは、消費者である当事者

が消費者仲裁合意を解除したものとみなされること。  

６  第三項の口頭審理の期日においては、仲裁廷は、まず、消費者である当事者に対し、口頭で、

前項第二号から第四号までに掲げる事項について説明しなければ ならない。この場合において、

当該消費者である当事者が第二項の規定による解除権を放棄する旨の意思を明示しないときは、

当該消費者である当事者は、消費 者仲裁合意を解除したものとみなす。  

７  消費者である当事者が第三項の口頭審理の期日に出頭しないときは、当該消費者である当事

者は、消費者仲裁合意を解除したものとみなす。 
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民事訴訟法 

（管轄権に関する合意）  

第三条の七  当事者は、合意により、いずれの国の裁判所に訴えを提起することができるかにつ

いて定めることができる。  

２  前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を

生じない。  

３  第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に

よっては認識することができない方式で作られる記録であって、電 子計算機による情報処理の

用に供されるものをいう。以下同じ。）によってされたときは、その合意は、書面によってされ

たものとみなして、前項の規定を適用 する。  

４  外国の裁判所にのみ訴えを提起することができる旨の合意は、その裁判所が法律上又は事実

上裁判権を行うことができないときは、これを援用することができない。  

５  将来において生ずる消費者契約に関する紛争を対象とする第一項の合意は、次に掲げる場合

に限り、その効力を有する。  

一  消費者契約の締結の時において消費者が住所を有していた国の裁判所に訴えを提起するこ

とができる旨の合意（その国の裁判所にのみ訴えを提起することがで きる旨の合意について

は、次号に掲げる場合を除き、その国以外の国の裁判所にも訴えを提起することを妨げない旨

の合意とみなす。）であるとき。  

二  消費者が当該合意に基づき合意された国の裁判所に訴えを提起したとき、又は事業者が日

本若しくは外国の裁判所に訴えを提起した場合において、消費者が当該合意を援用したとき。  

６  将来において生ずる個別労働関係民事紛争を対象とする第一項の合意は、次に掲げる場合

に限り、その効力を有する。  

一  労働契約の終了の時にされた合意であって、その時における労務の提供の地がある国の裁

判所に訴えを提起することができる旨を定めたもの（その国の裁判所 にのみ訴えを提起する

ことができる旨の合意については、次号に掲げる場合を除き、その国以外の国の裁判所にも訴

えを提起することを妨げない旨の合意とみな す。）であるとき。  

二  労働者が当該合意に基づき合意された国の裁判所に訴えを提起したとき、又は事業主が日

本若しくは外国の裁判所に訴えを提起した場合において、労働者が当該合意を援用したとき。  

 


